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５ 月 教 育 委 員 会 会 議 会 議 録 
 
          日時：令和２年５月２０日  午後２時 
          場所：山口県教育庁教育委員会室                   
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 それでは、ただいまより令和２年５月の教育委員会会議を開催いた

します。 

 最初に本日の署名委員の指名を行います。 

 佐野委員と小崎委員、よろしくお願いします。 

 
 

はじめに報告事項１に入ります。 

報告事項１は学校安全・体育課、高校教育課、教育政策課、社会教

育・文化財課の４課からの説明になります。最初に４課まとめて説明

していただいた上で、併せて御意見・御質問等お伺いしたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

それではまず、学校安全・体育課から説明をお願いします。 

 

それでは、報告事項１「新型コロナウイルス感染症にかかる対応に

ついて」のうち、学校における新型コロナウイルス感染症対応ガイド

ラインの概要について御報告いたします。報告事項１の資料２ページ

を御覧ください。 

策定の趣旨は、当初５月７日からの学校再開に当たって、学校が取

り組む感染防止対策や感染者が発生した場合の対応等の基本について

方針を示し、各小・中・高等学校がそれぞれの校種や規模、校務分

掌、教育課程等に応じた対応計画を作成するために資するものとして

策定したものです。 

また、感染状況は日々変化していますので、本ガイドラインは、新

型コロナウイルス感染症のまん延が全国的に見て収束するまでの当面

の間、活用するものとし、県内外の感染状況や文部科学省等の最新情

報を常に確認し、参考にすることとしています。 

それでは、４、５ページの目次を御覧ください。大きく３つの内

容、「① 学校における当面の感染防止に向けた対応方針」、「② 

教職員の感染防止に向けた対応方針」、「③ 感染者が発生した場合

の対応計画」から構成しています。 

まず、当面の感染防止に向けた対応方針です。６ページからは、基

本的な感染防止対策を行う上での、「児童生徒の健康観察」「手洗い

・咳エチケット」「教室環境・換気」「校舎の消毒」等の対応を記し

ています。また、８ページからは、教育活動を実施する上で、学習指

導、学校行事、学校給食、部活動についての対策・対応を記していま

す。 

次に、教職員の感染防止に向けた対応方針です。１２ページに職員

室・事務室・準備室等における対策、１３ページに職場内外での感染

防止行動の徹底、１４ページからは教職員の職務の実態等に応じた対

応と服務の取扱いについて記しています。 

そして１６ページからは、感染者が発生した場合の対応計画を例示



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教  育  長 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しています。児童生徒又は教職員に感染者（濃厚接触者）が発生した

場合を想定して、それぞれの学校規模や校務分掌に応じた校内体制を

整備し、１７～１９ページに対策本部や対策チームの主な対応計画と

初動対応の詳細、２０ページには連絡体制の整備と確認について記し

ています。２１ページからは、感染に係る情報整理や接触者リスト、

緊急連絡先一覧の取りまとめ様式を別紙に例示しています。 

また、巻末には「学校再開に向けたチェックリスト」や、各項目の

対策に活用できる参考資料を掲載しております。 

各学校では、学校再開に備えて、すでにそれぞれの実状に応じて対

応計画を作成していることを確認しておりますことを申し添えます。 

以上で、学校における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン

に係る説明を終わります。 

 

続きまして、高校教育課から説明をお願いします。 

 

それでは、「新型コロナウイルス感染症対策に対応した学校の臨時

休業に係る学習保障について」御報告します。資料４２～４３ページ

に掲載しております概要版を御覧ください。 

御案内の通り、これまで本県の県立学校では、新型コロナウイルス

感染防止対策の臨時休業が続いており、生徒の学びの保障についての

懸念が生じております。そのような中で、今後、社会全体が長期間に

わたり新たなウイルスと生きていかなければならないとの認識に立

ち、その上で、全ての子どもたちの心身の健康と学びの保障との両立

を図ることが重要であると考えております。こうした基本的な考え方

のもと、学校において実施可能な教育活動を再開し、生徒が安心して

学ぶことができる環境を作っていくことが必要であることから、この

度、４４ページ以降にお示ししておりますガイドラインを作成いたし

ました。 

それでは、内容について御説明いたします。「１ 学校を再開する

にあたって」は、（１）～（３）に示している対応を原則として、学

校と教育委員会とで相談しながら、学校の再開や臨時休業等を決定す

ることとしております。 

 次に「２ 学校再開にあたっての学習保障に関する基本的な考え

方」についてです。 

（１）では、臨時休業に伴う生徒の学習の遅れを回復する措置とし

て、年間指導計画の見直し、補充授業や個別の補習の実施、長期休業

期間の短縮などによる授業時間の確保、民間の学習支援サービスの活

用等を行うこととしております。 

（２）では、生徒の安心・安全に配慮した学習指導の工夫について

示しております。 

学校の再開にあたっては、感染症防止対策を講じた上での一斉登

校、一斉授業を基本としておりますが、地域で感染拡大が懸念される

場合には、各学校において登校や授業の工夫を行うことになります。

具体的には、登下校の時間帯を分散させる時差登校や、学年・学科・

学級単位等で授業日と家庭学習日を分けて設定する分散登校、授業に

おいて３つの密を避けるための工夫などを実施することとしておりま
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す。 

（３）及び（４）では、学校再開後の生徒の出欠の扱いや、臨時休

業中に課した家庭学習等の学習評価への反映について示しておりま

す。 

次に、「３ 臨時休業中及び学校再開時に時差登校や分散登校を行

う場合の実施例」についてです。ここでは、各校が時差登校や分散登

校を行う際に参考となるよう、考えられる実施例を示しております。 

続いて「４ 家庭学習を実施する場合の学習保障」についてです。 

（１）では、分散登校等を行うことで、家庭学習日を設定する場合

の実施方法や留意点について示しております。 

また、（２）では、感染症の拡大があり、学校の臨時休業が続く場

合の学習指導の方法について示しております。家庭学習日を設ける場

合には、生徒は、家庭学習計画表に沿って、学校が作成した課題や授

業動画、既存の学習コンテンツ等を活用して、計画的に学習に取り組

むことになります。 

次の（３）では、家庭学習におけるＩＣＴの活用方法を示しており

ます。具体的には、オンラインによるホームルームの実施や、クラウ

ド上で課題の受け渡しや授業動画を配信すること、また、既存の学習

コンテンツや民間の学習支援サービスの活用などを進めていくことに

なります。 

 来週からの学校再開にあたって、本ガイドラインを基に、臨時休業

に伴う学習の遅れを回復させるとともに、今後再び臨時休業になった

際も、子供たちの学びを止めない取組を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、特別支援学校の再開や学習保障については、児童生徒の障害

の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分に踏まえる必要がありま

すので、特別支援学校において教育活動の再開や学習保障等に取り組

む場合に留意すべき事項をまとめて、別途通知いたします。 

 通知には、一人ひとりの児童生徒に応じた学習課題の提供や、日常

生活や作業等に関する動画の配信に努めること、保護者や関係機関と

連携し、家庭等での児童生徒の状況を定期的に把握することなどを示

すこととしています。 

 以上です。 

 

続きまして、教育政策課から説明をお願いします。 

 

「教育の情報化を推進する組織の設置について」御報告します。資

料の７０ページを御覧ください。 

「１ 基本的な考え方」についてです。県立学校等におけるＩＣＴ

教育の環境整備を加速するため、教育委員会内に県立学校等における

情報化を総合的に推進する組織を設置するものです。２にありますよ

うに教育政策課、教職員課、高校教育課のそれぞれが行っていた業務

を移管し、新たに教育情報化の核となる「教育情報化推進室」を設置

いたします。３のとおり、設置日は、令和２年６月１日としていると

ころです。 

以上御報告いたします。 
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続きまして、社会教育・文化財課から説明をお願いします。 

 

次に、県立社会教育施設の開館及び開館後の感染防止対策につい

て、御報告します。資料は７１ページを御覧ください。 

県立の図書館、博物館、青少年自然の家等の社会教育施設につきま

しては、他の県有施設と同様、５月２４日まで臨時休館としていると

ころですが、御案内のとおり５月１４日に山口県の緊急事態宣言が解

除されたことを受け、先般開催された県の新型コロナウイルス感染症

対策本部会議で、県有施設については、５月２５日以降、感染防止対

策ついて準備が整ったものから順次再開することとされました。 

こうしたことから、県立社会教育施設については、１の「施設の開

館について」に記載しておりますとおり、国の専門家会議で示された

「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」や業種ごと

に策定されております感染拡大予防ガイドライン、「※１」に記載し

ておりますとおり、図書館、博物館、青少年自然の家につきまして

は、それぞれ日本図書館協会等においてガイドラインが策定されてお

りますので、これらを踏まえ感染防止対策を講じた上で、５月２５日

から開館したいと考えています。 

なお、開館に当たりましては、原則として県外からの来場について

は自粛をお願いすることとしています。また、今後、県内で感染者が

発生した場合は、感染状況に応じて関係機関等と協議の上、対応につ

いて判断して参りたいと考えています。 

次に、２の「開館後の感染防止対策」についてです。 

まず、(1)の「感染防止のための基本的な考え方」ですが、それぞれ

の施設について規模や構造等も異なりますことから、こうしたことを

十分に踏まえた上で、最大限の対策を講じるとともに、特に３つの密

については、これが発生することのないような措置を徹底することを

基本とします。 

また、(2)の「リスク評価」についてですが、主な感染経路が接触感

染と飛沫感染であることから、それぞれについて来館者等の導線や接

触等を考慮したリスク評価を行った上で、リスクに応じた対策を講じ

ることとしています。 

その上で、具体的な感染防止対策について、(3)の「施設ごとの主な

感染防止対策」を記載しております。先ほど申しましたとおり、施設

の構造等によって対応が異なるものがございますが、基本的には利用

者へはマスクの着用や発熱等の症状がある場合の利用自粛をお願いす

ることとしており、施設側では屋内換気や消毒等の対策は全ての施設

で行ってまいります。 

特徴的な対策として、図書館については閲覧席等の座席数を減らす

等の措置、博物館については接触を伴う体験型機器の利用休止、青少

年自然の家については、宿泊室や研修室の利用人数の制限や、食堂や

入浴の際の人数制限や時間調整を行うこととしています。 

以上の感染防止対策を講じた上で、２５日から開館する予定として

います。以上でございます。 

 



5 

教  育  長 

 

 

 

 

 

学校安全・体育課長 

 

教 育 長 

 

 

高校教育課長 

 

 

教 育 長 

 

 

中 田 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

中 田 委 員 

 

 

 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 ただいま４課から報告事項１について説明がありました。ちょっと

量が多くなりますけど、どこからでも結構ですので御意見、御質問を

お願いします。 

確認ですけど、最初の学校安全・体育課のガイドラインについて、

全ての学校で出来ているということでよろしいですね？ 

 

全ての学校で各自作成しております。 

 

それから、高校教育課から説明があった学校の臨時休業に伴う学習

保障について。これは学校にいつ届くでしょうか？ 

 

来週から学校が再開されますので、この教育委員会を経て、今日の

午後に各学校へ発送しようと思っています。 

 

という状況でございます。これを踏まえ、御意見・御質問がありま

したらお願いします。 

 

４２ページの２のところで、先ほど説明がありましたけど、

「（２）生徒の安心・安全に配慮した学習指導の工夫」のアの（ア）

のなかに１～３とあるんですけど、２のところで「授業日と家庭学習

日」というように、学校で行われる授業と家庭で行われる学習日の合

計時間数と言いますか。今までこういう事態でなかったら、学校だけ

で普通に授業をやっていたと思うんですけど、去年までの学校を中心

とした授業時間数を、学校で行う授業日と家庭学習日を足したもので

賄う、という考え方でよろしいでしょうか。 

 

高等学校の場合、臨時休業にしたものについては授業日数にカウン

トしません。分散登校の例で言いますと、例えば１年生は学校に来て

いて、２・３年生は家で家庭学習をしている、というケースを想定し

ております。ですから授業すべき日数としては、１年生も２年生も３

年生も同じになると思います。ただ、出席日数については、学校に来

た学年は出席になり、出席しなかった学年は出席停止扱いとなるた

め、トータルで昨年までと同じ日数にはならないと思います。 

 

少なくなるということですね。私は形式的なことはあまり必要ない

と思うので、実質、教科書はありますから、これまで通り、「教科書

の内容については全部勉強した」ということが必要だと思いますけ

ど、それって確保できるんでしょうか。 

 

授業日数を確保することは、やはり長期休業を短縮するなどしない

と、授業時間を含めてなかなか難しい。結局２ヶ月ぐらい休業となり

ましたので、今度は本来休業するところを授業に変えないと、対応は

なかなか難しいと思います。ただ、休業中に家庭学習をした内容につ

いては、授業計画に基づいてやっていれば、授業したこととみなすこ

とができる、となっておりますので、後は学校に来た時にもう１回そ

こからやり直さなくても、例えば確認テストをやって、十分定着して
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いれば次のステップへ行っても良い、という対応は出来るようになっ

ております。 

 

それを聞いて少し安心したんですけど、大都会の生徒さんは家庭学

習も行なって、テキストもあるわけですからある程度理解できている

と思うんですね。だからどれぐらいの人が、実際は家庭学習の時間に

なっているけどやっていないのか、あるいはやってもよく分からない

子どもさんも出てくるので、そのあたりの子どもさんをどういう風に

フォローしていくのかが課題になるのかなと思いました。 

 

高校は授業日の最低日数の制限はありますか？ 

 

ありません。 

 

何日授業しなきゃいけないというものは基本的にはないということ

ですね。もちろん内容は定着しなくてはいけませんけど。 

 

学習保障の件でお訊ねします。この先、夏休み等の長期休業期間を

短くして、そのときに授業等をして学習保障すると思われるんですけ

ど、その場合、夏休みは暑い中で授業することになると想定されま

す。昨年ぐらいから各校で冷房の配備が進んでおられますが、その辺

がどういう状況なのかを確認したいと思います。 

 

昨年度末に普通教室については空調が整備されております。これに

つきましては当然ながら、夏休み期間に授業する場合は全て使うかた

ちで対応していきたいと考えております。 

 

もう、全ての教室に設置済みなんですか？ 

 

全ての普通教室には付いている状況で、特別教室については約２２

％かと思うんですけど、全ての教室には付いてない状況になっていま

す。 

 

ちなみに今のは県立学校でしたけど、各市町の小・中学校はどんな

感じでしょうか。 

 

義務教育課長がおられませんので私のほうで。市町立の学校につい

ても概ねエアコンの設置がほぼ終わっているところですけど、一部の

市町においては、特定の学年や学校においてまだ全部終わっていない

ということは伺っております。そのような市町においても、夏休みの

短縮等は考えられるところですので、可能な限り対応するとの情報を

いただいております。 

 

先ほどの教室の使い方なんですけど、教育政策課長がおっしゃる通

り、夏休みに授業をすることになるだろうということで、いろんな学

校が今後どうするかについてある程度聞き取りをしているところで
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教 育 長 

 

高校教育課長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

小 崎 委 員 

 

 

教 育 長 

 

小 崎 委 員 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

す。例えば教室にはエアコンが付いている、理科室には付いていな

い、という状況が多いので、夏休みの間は実験をしないで教室で出来

る授業をする、などの授業の順序を変更することで対応するというふ

うに学校のほうから聞いております。 

 

指導の順序の変更については、例えば身体的な接触があるような音

楽や体育など、実習を伴うものについては順番を変えると国のほうか

らも示されております。 

 

長期休業期間中の授業のことですが、それぞれの学校で授業時間が

違うと思うんですが、概ね半分とか３分の１とか、その段階では何か

立ててありますか。 

 

この度の臨時休業では、全県合わせて休校にしたのは４月１６日か

らでしたので、対応期間は２３日になります。それより前に一部地域

の学校では休業になったので、最も長いところでは２９日間となりま

す。それを夏休みだけで回復させるのは難しい。高校の場合、元々夏

休みは各校によって日にちが違っていて、単純に７月２１日～８月３

１日にしても授業日数は２７日しか確保できず、これですべてカバー

するのは難しいと思います。各校の正式な夏休みの短縮についてはこ

れから調査しますが、現段階で聞き取った話では７月いっぱいは休ま

ず、８月最後の１週間はスタートを早めるところが多いように感じま

す。 

 

今のは県立学校ですよね？ 

 

県立の高校です。 

 

それだけで足りないところは、例えば毎日の授業時間の工夫具合と

か、長期休業の短縮、土曜日授業も出てくるとは思いますが、それよ

りも体育祭や文化祭、修学旅行などの学校行事の精選を考えるところ

も出てくる。いろいろな工夫をしながら、授業時間を確保していくと

考えられます。 

 

このガイドラインに関して、ある程度中身について児童・生徒に説

明することはあるでしょうか。 

 

どちらのガイドラインですか？ 

 

高校の学習保障のガイドラインです。 

 

学校宛てに通知をして、その使い方については指示することを考え

てないので、生徒が見ることは前提に作っていません。学校によって

は示すことがあるかもしれませんが、一律に生徒へ示すことは今のと

ころ考えておりません。 
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例えば５３ページの臨時休業になった場合、家庭学習のやり方はこ

ういう風に進めますよとあるのですが、もし次に臨時休業になったと

きはこういうかたちで進めていく場合があるよ。と予め子どもたちに

伝えるのも良いのではないか。それはもう、学校ごとにお任せで？ 

 

そうですね。ちょっと考えてみようとは思いますが、作った段階で

は一応学校用を想定しておりました。生徒たちに伝えておくことがあ

るかどうかも含めて、いろいろと考えておきます。 

 

子どもの立場ですけど、もし次にまた学校が休みになった時、子ど

もたちはどういう風に学習すればいいのだろうと。ある程度「こうい

うかたちで家庭学習を進めていくんだな」とか、「オンラインの授業

ではこうなるんだな」というのが予め分かっていれば、もしかしたら

心にちょっと余裕が出てくると思いまして。そういう活用もしてほし

いです。 

 

７０ページの「教育情報化推進室」の設置のところですが、「１人

１台ＰＣ端末」の整備することで、おそらくタブレット式の持ち運び

できるものになると思いますが、もし感染が再拡大した際にはこれを

家に持ち帰って、各自の家で授業を受けるようになりますでしょう

か。 

 

「１人１台ＰＣ端末」の整備については今日の午前中、知事のほう

からも「前向きに進めていきたい」と記者会見でおっしゃられており

ましたが、今後、県教委としても予算要求をしていき、内容を詰めて

いきますが、どのようなものを使用するかは、今後の内容を踏まえて

進めていきたいと思います。 

 

端末の持ち帰りについては、今後臨時休業をせざるを得なくなった

場合、基本的に持ち帰りも想定しているということで、よろしいです

かね。 

 

はい。 

 

そういう事も考えております。 

 

今の家庭学習におけるＩＣＴの活用について重なりますが、今回、

「教育情報化推進室」が設置されるということですけど、やはりこう

いったＩＣＴ技術って、運用されて初めて分かる部分が出てくると思

います。県教委においても実際に利用して、様々なことが分かってく

るんじゃないかと感じております。この先、本格運用される「ＧＩＧ

Ａスクール構想」とかでも、必ず役に立つ経験だと思います。それ

と、全県の高校生へのコンピュータの配置を今年度中に進めるという

一報が伝えられていますので、教育の公平化とか公平性とか、教育の

機会の多様性を確保するためにも、ぜひ推進していただきたいなと感

じております。 
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教育政策課長 

 

それと、県立高校とかで既に遠隔授業とか、面白い試みをしていら

っしゃるんですけど、この先、県教委のほうでもこういった取組を進

めていかれるというかたちになるでしょうか。 

 

各学校がＩＣＴを使った教育をどんどん取り入れていくのは、非常

に良い方向へ向かっていくことだと思います。そのために、いろんな

教員がＩＣＴを活用できるように、まずは教員への研修をやって、Ｉ

ＣＴ教育が推進できる教員の数を増やしていきたいなと思っておりま

す。 

それからＩＣＴを使ったいろんな学習に使えるものについても、義

務教育課のほうで先行して「やまぐちっ子 ｔｈｅ Ｍｏｖｉｅ」と

いう学習教材を作っていますけど、高校のほうでも負けずに、使える

教材を用意していきたいなと思っております。 

 

各学校がいろいろと工夫している取組も、状況によっては集めて、

周知していくこともありえますね。 

 

そうですね。 

 

いろいろな方法で周知していきたいと思います。 

 

先ほど、県の施設がこういう風に感染症予防の対策をするんだとの

説明はしていただきましたけど、もし、そこで感染者が出た時です

ね。やはり追跡できたら対処はしやすい。個人情報の問題とかもある

かもしれませんけど、そういう事は考えておられませんか？ 

 

例えば、青少年自然の家につきましては基本的に予約したうえで利

用する施設ですので、いただいた個人情報等からどこから来たのかが

分かると思います。図書館についても貸出しカードを管理しておりま

すので、そこで個人情報はある程度分かるようになっています。 

ＰＣＲ検査等で陽性反応が出ますと、その方の行動歴をずっと追っ

ていくという流れの中で、例えば図書館や青少年自然の家といった施

設を使用されていれば、その中で必要な対策をとっていくかたちにな

るかと思います。個人情報の問題もありますけど、可能な限り対応し

ていきたいと考えております。 

 

いろいろと感染症対策のプログラムを用意されていますけど、実

際、児童と接した時に新型コロナでなくても、授業中に調子が悪くな

ってせき込むお子さんもおられると思います。以前、そういったとき

にマスクがないので手当てできないという話もありましたけど、だい

ぶ手当てできるような状況になってきているので、そういった体調が

すぐれないお子さんに対して、マスクなど感染予防アイテムを与えて

あげることはありますでしょうか。 

 

後ほど御説明しますが、４月補正予算を見ましてもマスクの購入予

算を組んでおります。最近はマスクも手に入り易くなっておりますの
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教育政策課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で、そういうものを購入しながら、急に体調が悪くなってマスクが必

要になった子どもたちに持たせるようなマスクを確保していくことを

考えております。 

 

今のマスクに関する話ですが、暑くなる時期、クーラーが効くとこ

ろもあるでしょうが、先生方は子どもたちの体調も見ながら、熱中症

のほうも併せてしていただいたら、安全につながるのかなと思いま

す。 

 

外国ではマスクをして運動した人が熱中症になったと報じられてい

ますけど、その辺も踏まえて検討したいと思います。 

３月初旬に一斉の臨時休業を要請してからもう３ヶ月になります。

この間、子どもたちにとっては思いもしなかった突然の臨時休業とい

うことで、授業が受けられない不安であるとか、小６・中３・高３に

とっては将来の進路に対する不安であるとか、部活動が一緒に出来な

い不安であるとか、各種大会が皆、中止になっていくというどうにも

ならない不安のなかで過ごしてきただろうと思います。 

一応、５月２５日から再開されるわけですけど、私どもとしては感

染症対策を万全にしたうえで、まずはこれまで授業が出来なかったこ

とによる遅れを取り返すことをやっていきたいと思いますし、様々な

教育活動をしっかりと充実させていきたいとも考えています。まあ、

あってはならないことですが、もし第２波・第３波がやって来て、ま

た学校を臨時休校にせざるを得ない状況が起こった時には、今回いろ

いろ示したことを踏まえて、家庭学習を充実させる。そのためにＩＣ

Ｔを使った機材を活用していく。いろいろな方法で子どもたちの学習

をしっかりと保障していきたいと思っております。皆さんも何か御意

見等ございましたら、これが終わった後でも結構ですので、私どもの

ほうへお寄せいただけたらと思います。 

 

それでは、４課からの報告事項１については、以上のとおりとしま

す。 

 
 

 それでは、議案に入ります。 

 それでは、議案第１号について、教育政策課から説明をお願いしま
す。 

 

それでは、議案第１号「令和２年度山口県一般会計補正予算（第２
号）」についての意見の申出について御説明します。議案の５ページ
により説明します。 
はじめに、「令和２年度４月補正予算の概要について」の表を御覧

ください。今回の補正は、当面措置すべき新型コロナウイルス感染症
対策について、緊急の補正を行うものであります。 
まず、１の「感染拡大防止対策」として、「（１）県立学校におけ

る生徒等が使用する消毒液等の購入」や、「（２）社会教育施設にお
けるサーモグラフィ等の設置」などを行うことにより、６，０６０万
円の増額となりました。 
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教育政策課長 
 

次に、２の「学校等の臨時休業に伴って生じる課題への対応」とし
て、「（１）生徒の家庭内での学びの機会を確保するための端末やモ
バイルルーターの貸与」、「（２）学習指導員等の追加配置」、

「（３）長期休業明けの児童生徒に対するカウンセリングの実施」、
「（４）修学旅行の中止・延期に伴うキャンセル料等の支援」を行う
ことにより、２億１，７１８万８千円の増額となりました。 
次に、「３ 経済的困難を抱える世帯への支援」として、家計急変

世帯に対する奨学給付金の給付を行うことにより、４，６００万円の
増額となりました。これらの結果、教育委員会関係の４月補正予算総
額は、３億２，３７８万８千円となっています。 
６ページを御覧ください。この結果、補正後の県教委所管の一般会

計予算総額は、一番右の下にありますように、１，２６３億９，７７
８万１千円となります。 
以上のとおり、県教委関係の４月補正予算案について、県議会へ議

案の提出を行うに際して、知事から意見照会がなされました。日程の

都合から、教育長が臨時に代理して、異存ない旨の意見を申し出まし
たので、御報告し、承認をいただきたく、お諮りするものでございま
す。 
以上でございます。御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 
 ただいま教育政策課から議案第１号について説明がありましたが、
御意見、御質問はありますか。 
 
こういった対応に予算が組まれることについて、何かありえないの

かなと感じております。感染症に対しての対応準備について、今回、
認知されましたので、平時においても最低限度の感染症対策を確保し
ていく必要を感じております。今回の新型コロナウイルス感染症の状

況は想定外だったと思われますけど、脅威のある感染症は世界各地で
発生しておりますので、多くの人が共有するべきなのかな。公表しす
ぎると良くない部分もあるかと思いますけど、例えば、地球の裏側で
発生したものであっても全く関係ないものではないということを感じ
ました。いざというときに担当する部署の人々が、自分たちが住んで
いる場所でも起きうるというふうに意識していただけたらと感じてお
ります。 
それと、「１人１台ＰＣ端末」の予算は、またこれとは別につく予

定なのでしょうか。 
 
「１人１台ＰＣ端末」につきまして、今回の４月補正予算ではあく

までも通信機器を持たない方のための予算として計上しています。 

先ほどから話が出ています“１人１台”については、まさに全ての
生徒、要は家にパソコンがある方・ない方区別なく配られる。それは
基本的に学校の中で使用して、万が一、新型コロナウイルスの影響で
休校となった場合は家に持ち帰ることができるようなパソコンを整備
していくことを目指しております。 
 
それがこの４月補正にはないですか？ 

 
ないです。 
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教育政策課長 
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審 議 監 
 
 
 
 
 

中 田 委 員 
 
 
 

「児童生徒に対するカウンセリングの実施」のところですけど、こ
れは予算が付く付かないに関わらず、ぜひしっかり行っていただきた
いと思います。先ほど、教育長からもありましたけど、予測不能な状

況になって、不安を抱えている子どもたちもいっぱいいるので、そう
いう子たち一人ひとりにきちんと目を向けられるように、先生方は他
の対応で忙しいと思いますので、カウンセラーの方が協会にいるよう
であれば、子どもたちのためにしっかり力を貸していただきたいなと
思います。また、臨時で入られるカウンセラーの方たちはいらっしゃ
るんですかね。「各学校１人入りますよ」とか、「毎日行くことがで
きますよ」とか。 
 
スクールカウンセラーにつきましては、基本的に各学校におられま

す。この度のコロナウイルスも含めてですけど、そういった必要があ
るときはまず、学校のカウンセラーの方に来ていただくということも
ございますし、急な対応がある場合には公認心理士協会等の協力を得

て、カウンセラーを派遣しようと思います。 
 
６ページですけど、補正額のところを見ていると、小学校費と中学

校費の増えている部分が非常勤の職員の給与費と人件費になってい

て、高等学校費のところだけが一般管理費というふうになっていま
す。これは費目が違うので使い方も違うということでしょうが、高等
学校のほうはどのように使われるんでしょうか。 
 
先ほどの小学校費と中学校費は学習指導員等の追加配置で、全ての

公立の小中学校に配置されるということで計上しております。高校は
ないということで。一般管理費については、いわゆる消毒液を買うな
どの経費が計上されている。要は高校の一般的な教育経費ものが計上

されています。 
 
ということは、高校のほうはＩＣＴ教育について人的には足りてる

ということなんですか？あるいはＩＣＴだけじゃなくて、授業の遅れ
を取り戻してくれるという人件費的なことは、一般管理費ですから入
っていないと思うんで。物品とか、そういうものが中心ですかね？ 
 
そういうことです。 

 
小中学校の非常勤職員の起用というのは、コロナに関連があります

よね？ 
 

小中学校のほうは、義務教育である小・中学校に対し、補修とこの
度の臨時休業等に対してのケアを行ったり、補充したりするための人
員に対する補助がこの度、文部科学省のほうから全国的に措置される
ということで、山口県としても全ての小・中学校に対して措置を取る
ため、４月補正でお願いしたところでございます。 
 
学校としては、そりゃ、小学校、中学校、高校と違うんですけど、

同じように学校が休校になって、そこの部分を取り返すということで
人件費がついているのに、高校のほうはちょっと違う項目になってい
るので、不思議に思ったんです。 



13 

 
審 議 監 

 

 
 
 

佐 野 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学校安全・体育課長 

 
 
 
 
 

佐 野 委 員 
 

教  育  長 
 

全 委 員 

 
 

教 育 長 
 
 

特別支援教育推進室長 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
小中学生はまだ年齢的にもという部分もあり、義務教育ということ

でしっかり手当をするわけであります。もちろん高校も様々な手当が

必要だと思うんですけど、そういう意味で先ほどのような学習補償に
関することを要望している状況です。 
 
小崎委員と被るかもしれませんが、カウンセリングの実施のとこ

ろ。今回、新型コロナの感染症が広まったので、子どもたちに対して
も影響が結構あると思います。感染症に対しての感情的な反応という
のが、ひょっとしたら過敏に出てくる可能性がちょっと心配。今まで
にない理由で学校に来られなくなっちゃったお子さんが出て来ないか
な、という心配もしております。スクールカウンセラーは問題が出た
時に対応されると思うんですけど、生徒さん全員に正確な知識を伝え
るなど、不安や恐怖心を和らげる対応をするとか、そういったのはあ
るでしょうか。 

 
報告事項１の資料の５０ページにございますが、「新型コロナウイ

ルス感染症に対する正しい知識の指導」ということで、国のほうから
もこういった教育資料等が出ております。そういったものも活用しな

がら、学校において、コロナウイルスに対する正しい知識を子どもた
ちに教える指導を今後していくのだろうと思います。 
 
しっかりとお願い致します。 

 
議案第１号について、承認することとしてよろしいですか。 
 
承認 

 

それでは、議案第１号を承認いたします。 
続いて、議案第２号について、特別支援教育推進室から説明をお願

いします。 

 

 山口県教育支援委員会委員の任命について、御協議をお願いしま
す。議案書の７ページからになります。 
まず、教育支援委員会につきまして、９ページをご覧ください。９

ページにお示ししております規則の第２条にありますように、山口県
教育支援委員会は、就学する児童生徒について、特別支援学校の対象
になるかどうかの判断であったり、障害の種類や程度の判定が困難で
あったりする場合に、県立特別支援学校や市町教育委員会からの依頼

に基づいて調査 審議を行う機関です。 
 また、この委員会の委員は、第３条第２項の規定により、教育委員
会が任命をすることとなっております。そして、委員の任期は、第４
条の規定により、２年間となっており、今年度が委員の改選に当たり
ますことから、お諮りをするものです。 
 それでは、委員候補者について御説明します。８ページを御覧くだ
さい。 
 委員候補者は、いずれも障害のある児童生徒の就学相談の経験を有
する、福祉分野での学識経験者、医療分野での専門医、教育関係者
で、再任が１２名、新任が２名の１４名であります。 
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このうち、太枠でお示しをしております、新任委員２名について、
交替の理由としましては、７番の綿野候補は、前任の金原氏の御辞退
によるものでございます。次に、１３番の松本候補は、山口県国公立

幼稚園・こども園連盟会長の交替によるものでございます。 
なお、委員の任期は、令和２年６月１日から令和４年５月３１日ま

でとなります。 
 以上、御協議のほど、よろしくお願いいたします。 
 
 ただいま特別支援教育推進室から議案第２号について説明がありま
したが、御意見、御質問はありますか。 
教育支援委員会の委員に関することですが。 

 
 議案第２号について、承認することとしてよろしいですか。 
 
承認 

 
それでは、議案第２号を承認いたします。 
 

 

それでは報告事項に戻ります。報告事項２について、教職員課から
説明をお願いします。 
 
今年度実施をいたします、「令和３年度山口県公立学校教員採用候

補者選考試験」について御報告いたします。資料の１２ページを御覧
ください。 
 教員採用試験の概要については、３月１２日に「実施大綱」として
発表したところですが、この度、５月１２日に、採用見込者数を含め

た試験の詳細な内容を「実施要項」として発表し、志願者への配布を
始めました。 
まず、１の（１）の「選考区分及び志願区分（校種等）」について

ですが、アの「一般選考」からクの「看護科・理療科教諭特別選考」
までの８つの区分で実施します。 
次の（２）「教科（科目等）及び採用見込者数」についてですが、

全体で４３０人程度としており、昨年度の４３２人程度から２人の減
少となっています。校種別、教科（科目等）別の内訳については、表
にお示ししているとおりです。 
 次の１４ページを御覧ください。２の「志願書類受付期間」は、要
項発表後の５月１３日（水）から受け付けを開始しており、６月１日
（月）までとしています。 

３の「試験期日」につきましては、第一次試験を７月１１日(土)、
１２日(日)の２日間、第二次試験を８月２２日（土）、２３日（日）
の２日間で実施することとしていますが、小学校の個人面接について
は、２３日（日）から２５日（火）までのうち指定する１日で実施し
ます。 
４の「試験会場」については、一次試験は山口会場の県内３高校、

関西会場の「兵庫教育大学 神戸ハーバーランドキャンパス」、東京
会場の「東京海洋大学 越中島キャンパス」で実施し、二次試験は県
内４高校で実施します。 
次のページを御覧ください。５の「試験内容」は、お示ししている



15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

教  育  長 
 
 
 
 
 

教  育  長 

 

 

 

高校教育課長 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とおりです。また、６の「試験結果の発表」については、一次は８月
４日（火）、二次は１０月６日（水）としています。 
次に、７の「試験の主な変更点」についてですが、お示ししていま

すように３項目あります。１点目は「関西会場の新設」、２点目は
「東京会場の変更」です。３点目は「小学校受験者を対象とした英語
資格等による加点」です。 
次に、８の「志願書類の請求等」については、お示ししているとお

りです。 
次の１６ページを御覧ください。９の「その他」についてです。新

型コロナウイルス感染症拡大防止等のために、今後、試験実施に関す
る変更が生じる場合は、教職員課のウェブページに内容を掲載すると
ともに、出願の際に登録していただく緊急連絡メールにより周知する
こととしています。 
  最後に資料にはありませんが、例年、実施要項発表後に説明会を県
内外で実施し、試験の変更点等について周知しています。今年度は、

感染症拡大防止の観点から説明会を中止することとしましたが、実施
要項の発表に合わせて、説明会の内容の一部を教職員課のウェブペー
ジに掲載し、志願者の皆さんに参考にしていただけるようにしていま
す。 

 以上、御報告申し上げます。 
 
 ただいま教職員課から報告事項２について説明がありましたが、御
意見、御質問はありますか。 
今のところ、新型コロナウイルスの影響が収まっているだろうとい

うことで、予定通り実施します。また状況が変われば、対応せざるを
得なくなるかもしれませんが。 
 

それでは、報告事項２については、以上のとおりとします。 
続いて、報告事項３、４について、高校教育課から説明をお願いし

ます。 

 

 それでは、「令和２年３月新規高等学校等卒業者の就職内定状況等
について」御報告します。議案冊子の１７ページをお開きください。 
 御覧いただいている「求人・求職・就職状況」は、山口労働局から
発表された３月末現在のデータを基に作成した一覧表であります。各
欄とも、下段の数字が今年３月末現在の数値であり、上段にあります
（ ）内の数値が昨年３月末の数値となっております。 
 まず、Ａの欄にあります「求人数」は、男女合わせて７，１２５人
であり、昨年同期の６，６６０人より４６５人、率にして７．０％の

増加をしております。 
 その下の欄、Ｂの欄の「就職希望者数」は、合計で３，１２９人で
あり、昨年同期の３，１６２人より３３人、率にして１．０％の減少
となっております。 
 求人数を就職希望者数で割った、いわゆる「求人倍率」は、Ｃの欄
にありますように２．２８倍となりました。 
 こうした状況の下、Ｄの欄「就職内定者数」は合計で３，１１７
人、１つ飛ばして、Ｆの欄「就職内定率」は合計で９９．６％とな
り、７年連続で９９％台の高水準となっております。 
 少し上に戻っていただくこととなりますが、Ｅの欄の「未内定者
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数」については１２人、昨年同期の２４人から半減しております。未
内定者に対しては、引き続き、各公共職業安定所や山口しごとセンタ
ーなどの関係機関との連携を図りながら、就職の相談や斡旋等に努め

てまいりたいと考えております。 
 さらに、Ｇの欄にあります「県内就職内定比率」については、高校
生の主体的な県内就職を一層促進するため、令和４年度末までに８５
％以上とする目標を掲げて諸施策に取り組んでいるところですが８
３．０％となり、前年同期に比べ０．７ポイントの増加となっており
ます。 
 今後、どのようにして高校生等の就職を支援するかでありますが、
今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、高校生
を取り巻く就職環境が大変厳しくなるのではないかと心配していると
ころです。 
議案冊子の１８ページに、本年度取り組むこととしている「やまぐ

ちの活力を支える高校生就職支援事業」の概要をお示ししておりまの

で、簡単に御説明をさせていただきます。 
 １の「県内就職ガイダンス等充実事業」では、地域産業魅力発見セ
ミナーと地域産業就職ガイダンスを引き続き実施することとしていま
す。 

 ２の「県内就職サポーター等配置事業」におきましては、県内就職
を支援する体制の強化に向けて、平成３０年度から配置した○の3つ目
の「県内就職促進統括マネージャー」を中心として、県内企業情報の
分析と県内広域マッチングの業務を、組織的に行うこととしていま
す。 
 ３の「県内企業就職セミナー事業」は、県内企業・県内就職の魅力
やよさを生徒・保護者に伝える取組です。その中で、県内企業就職説
明会については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、山口労

働局等関係機関と協議した結果、今年度は動画による企業情報の配信
に代えることとしております。 
 ４の「県内企業訪問推進事業」においては、求人開拓や応募前職場
見学はもとより、職場定着指導等のための教員等の企業訪問を実施す
ることとしております。 
 ５の「県内就職促進協議会」につきまして、当初予定しておりまし
た５月の協議会は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ中止と
し、６月開催予定の協議会については、マスクの着用や午前と午後の
二部制の導入により参加人数を抑制するなど、新型コロナウイルス感
染症防止のための措置を講じた上で実施することとしております。 
 最後になりますが、平成２９年度から立ち上げております「高校生
県内就職促進プロジェクトチーム」において、他部局と連携いたしま

して、高校生の県内就職を総合的かつ一体的な促進に努めています。
ただいま御説明した様々な事業展開も行う中で、今年度も引き続き、
就職を希望する全ての生徒の進路実現及び高校生の県内就職に向けた
取組を学校・関係機関と連携しながら積極的に推進してまいります。 
 以上です。 
 
 ただいま高校教育課から報告事項３、４について説明がありました
が、御意見、御質問はありますか。 
 
高い就職率で本当に良かったなと思うんですけど、今回の新型コロ
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ナの関係でかなり急速に経済状況が変わり、内定取り消しが発生した
ところがあるとも報じられましたが、山口県ではそういう事例があっ
たでしょうか。 

 
山口県の高校生については今のところ、そういう情報は入っていま

せん。 
 
もしそういう状況が発生した時は、何かフォローとかありますか？ 

 
学校と企業の関係をずっと築いておりますので、もしそういうこと

があったら、恐らく学校のほうには相談か連絡があると思います。し
っかり学校と協力しながら、そういう生徒が出そうな段階で対応にあ
たります。 
 
コロナウイルスの関係でいろんな会議等が中止になっておりますけ

ど、出来るだけ効率的に、効果が下がらないようにやっていきたいな
と思っております。 
それから県内就職率につきましても目標を掲げておりますけど、生

徒の自主的な職業選択ということで、なかなか無理なことは出来ない

と思いますが、しっかり進めていきたい。是非また目標達成したいと
思いますので、御協力をお願い致します。 
 
それでは、報告事項３、４については、以上のとおりとします。 
 

  
 次に、次回の教育委員会会議の日程について、教育政策課から説明
をお願います。 

 
次回の教育委員会会議は、令和２年６月１１日（木）午後２時を予

定しております。よろしくお願い致します。 
 
 

 


